
第３０回記念日韓親善文化交流事業補助金交付要綱 

                        令和４年４月１日制定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、第３０回記念日韓親善文化交流事業に係る補助金（以下

「補助金」という。）の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

（補助の対象等） 

第２条 この補助金の交付の対象は、山口県防府市日韓親善協会（以下「協会

」という。）が行う第３０回記念日韓親善文化交流事業（以下「事業」とい

う。）とする。 

２ 市長は、予算の範囲内で協会に対し、事業に要する経費の一部を補助する

ものとする。 

（補助金の交付申請） 

第３条 協会は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、第

３０回記念日韓親善文化交流事業補助金交付申請書（第１号様式）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する補助金交付申請書に必要な書類の添付を命ずるこ

とができる。 

（補助金交付の決定） 

第４条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、

第３０回記念日韓親善文化交流事業補助金交付決定通知書（第２号様式）に

より、その旨を協会に通知するものとする。 

（補助金交付の請求） 

第５条 協会は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに、第３０回

記念日韓親善文化交流事業補助金請求書（第３号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（補助金の交付） 

第６条 市長は、前条の規定による請求があったときは、３０日以内に補助金

を交付するものとする。 

（実績報告） 



第７条 協会は、当該事業を完了したときは、事業完了後、速やかに第３０回

記念日韓親善文化交流事業実績報告書（第４号様式）に必要書類を添付の上、

市長に提出しなければならない。 

 （補助金の額の確定等） 

第８条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必

要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金

の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付

すべき補助金の額を確定し、協会に通知するものとする。 

２ 市長は、協会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその

額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還

を命ずることができる。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、協会が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。 

(２) 事業の実施を中止し、又は廃止したとき。 

(３) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。 

(４) その他補助金の交付を受けることが適当でないと認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該

取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、協会に対

し期限を定めて返還を命ずることができる。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は別

に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



第１号様式（第３条関係）  

                           年   月   日   

 

 

（宛先）防府市長  

 

住  所                                 

団 体 名                                 

氏  名                                

電話番号                                 

 

 

第３０回記念日韓親善文化交流事業補助金交付申請書 

 

第３０回記念日韓親善文化交流事業を実施しますので、第３０回記念日韓親

善文化交流事業補助金交付要綱第３条の規定に基づき、下記のとおり補助金の

交付を申請します。  

 

記 

 

申 請 額                  円 

  

  

（添付書類）  

１ 事業計画書（事業の目的及び内容を記載した書類）  

２ 収支予算書 



第２号様式（第４条関係） 

第        号  

年  月  日  

 

様 

 

                        防府市長      印   

 

 

第３０回記念日韓親善文化交流事業補助金交付決定通知書 

 

      年     月    日付けで申請のありました第３０回記念日韓親善文化交

流事業補助金について、下記のとおり交付することに決定しましたので、第３

０回記念日韓親善文化交流事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき通知しま

す。  

なお、事業完了後速やかに実績報告書を提出してください。  

  

記 

  

決 定 額                  円 

 

 



第３号様式（第５条関係） 

年   月   日  

 

（宛先）防府市長  

 

住  所                                 

団 体 名                                 

氏  名                                

電話番号                                 

 

 

第３０回記念日韓親善文化交流事業補助金請求書 

 

    年   月    日付け   第     号で補助金交付決定のありました

第３０回記念日韓親善文化交流事業が完了しましたので、第３０回記念日韓親

善文化交流事業補助金交付要綱第５条の規定に基づき、下記のとおり補助金を

請求します。  

  

記 

  

補助金請求額                 円 

 

【口座振替依頼の方は、下記の枠内に記入してください。】 

≪ 債権者コード ≫      

振  込  先 

金 融 機 関 名 

 
銀行・信用金庫・労働金

庫・ 

農協・漁協・信用組合 

 支店・店・支所・出張所 

口 座 番 号 

･ 種 別 
       １:普通  ２:当座 

口 座 名 義 
カ タ カ ナ で 

記 入 願 い ま す 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

年   月   日  

 

（宛先）防府市長  

 

住  所                                 

団 体 名                                 

氏  名                                

電話番号                                 

 

 

第３０回記念日韓親善文化交流事業実績報告書 

 

    年   月    日付け   第     号で補助金交付決定のありました

第３０回記念日韓親善文化交流事業補助金について、第３０回記念日韓親善文

化交流事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき、実績報告書を提出します。 

 なお、別紙決算書のとおり精算し、残額を返納いたします。 

 

 

（添付書類）  

１ 事業実績書  

２ 収支決算書 

３ その他 

 

既交付補助金額                円 

差引残額（返納金額）             円 

変更後補助金額                円 

 

 


